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薬剤師の役割は
「調剤」だけではありません！

日常の健康や介護など、なんでも気軽に相談できる
薬と健康の専門家です。

処方箋による調剤は薬剤師の重要な業務の１つですが、
それだけではありません。

地域の中で、様々な業種と連携し、あなたの健康を支えます！

在宅医療における薬剤師の役割
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病状が重い、歩行が困難又は認知症が進んでいるなど

通院が困難なため在宅で療養を行っている患者さんの中で、

などでお困りの患者さんの居宅を薬剤師が訪問して薬学的管理

及び指導を行う業務を訪問薬剤管理指導業務といいます。

医師、訪問看護師、介護ヘルパー、ケアマネジャーと情報を共有

し、チームで患者さんの支援に取り組みます。もちろん医療保険

又は介護保険の給付対象となります。

①薬の整理ができない

②薬が飲みづらい又は飲んでくれない

③飲み忘れが頻繁

④何に効く薬かわからない



写真AC
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しまう

薬が余って
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薬の整理が
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これ何の薬
だっけ？
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ケアマネジャー・訪問看護など
★患者・家族の相談から始まることもあります。





訪問の結果、患者の服薬状況、管理状況、残薬に大きな改善がみられ、

薬剤師との連携に対し84％を超える他職種の方が有用であると評価した。

本事業を通して他職種より合計113名のおためし訪問の要請を受けた。

在宅医療に関係する様々な職種に対し、薬剤師が在宅訪問を行えること

を広くPRできたと考えられる。

実際に訪問に至った109名に、436回の訪問を実施した。薬剤師の在宅

訪問のニーズが存在することが確認できた。

この事業を通して他職種との顔の見える関係を構築する上で、大きな役割

を果たすことができた。



１．在宅医療支援センター薬局事業

（平成２５年度から３カ年 青森県事業）

在宅医療を行っており薬学的管理に問題のある方に対し、他職種から

お声がけをしていただき、薬剤師が一度訪問し問題点を整理・解決し

適切な服薬支援を行う。

２次医療圏ごとにセンター薬局を設置し、在宅訪問の依頼に対応する

体制を整備する。

２．薬剤師のおためし訪問事業他２事業

（平成２９年度 青森県事業）
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